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(57)【要約】
【課題】陳列台本体の側方に、必要に応じて、容易に陳
列面を形成することができるとともに、この側方の陳列
面を使用しない場合にも、対応が容易な商品陳列台を提
供する。
【解決手段】前後両側に陳列面１０を設け、左右側端に
上端部が前記陳列面１０より上方に突出する落下防止壁
２１を設けた陳列台本体１における陳列面１０下方の内
部空間２２内に、側端陳列台２を格納可能にするととも
に、陳列台本体１における左右少なくとも一方の落下防
止壁２１の下部に上向凹入孔２３を設け、かつ前記側端
陳列台２を前記上向凹入孔２３から引き出して、陳列台
本体１の側方に配置して使用しうるようにした商品陳列
台とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後両側に陳列面を設け、左右側端に上端部が前記陳列面より上方に突出する落下防止
壁を設けた陳列台本体における陳列面下方の内部空間内に、側端陳列台を格納可能にする
とともに、陳列台本体における左右少なくとも一方の落下防止壁の下部に上向凹入孔を設
け、かつ前記側端陳列台を前記上向凹入孔から引き出して、陳列台本体の側方に配置して
使用しうるようにしたことを特徴とする商品陳列台。
【請求項２】
　陳列台本体における前後両側の陳列面を、切妻屋根式の形状としたことを特徴とする請
求項１記載の商品陳列台。
【請求項３】
　側端陳列台を、陳列台本体における陳列面下方の内部空間内に格納した際に、側端陳列
台の外側面により、陳列台本体の落下防止壁の上向凹入孔を閉塞し、かつ側端陳列台の前
記外側面と、陳列台本体の落下防止壁とが、実質的に同一平面上に位置しうるようにした
ことを特徴とする請求項１または２記載の商品陳列台。
【請求項４】
　側端陳列台を、陳列台本体に引き出し可能に取り付けたことを特徴とする請求項１～３
のいずれかに記載の商品陳列台。
【請求項５】
　側端陳列台の陳列台本体側を支持する脚として、陳列台本体の支持脚をもって兼用させ
たことを特徴とする請求項４記載の商品陳列台。
【請求項６】
　側端陳列台を箱状に形成し、その内部空間を収容空間としたことを特徴とする請求項１
～５のいずれかに記載の商品陳列台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商店、スーパーマーケット、百貨店等において使用される商品陳列台に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　商品陳列台は、売り場の広さや陳列する商品の種類によって、各種の形態のものが使用
されている。たとえば、水平な陳列面を有する商品陳列台を、単独に使用するか、または
複数個を一列に連続配置して使用するか、さらには、これら単独または複数個を配置した
左右側端に、専用の側端陳列台を配置して使用されている（特許文献１）。
【０００３】
　しかし、専用の側端陳列台は、それを使用しない場合には、バックヤード等に移動させ
なければならず、そのための手数を要するとともに、バックヤード等が狭い場合には、対
応が容易でないという問題があった。
【特許文献１】特開２００１－２６９２５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、従来の前記問題点に鑑み、陳列台本体の側方に、必要に応じて、容易に陳列
面を形成することができるとともに、前記側方の陳列面を使用しない場合にも、バックヤ
ード等に移動させる手数を要しない商品陳列台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題は、「特許請求の範囲」の欄における各請求項に記載するように、次のような
構成からなる発明によって解決される。
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（１）前後両側に陳列面を設け、左右側端に上端部が前記陳列面より上方に突出する落下
防止壁を設けた陳列台本体における陳列面下方の内部空間内に、側端陳列台を格納可能に
するとともに、陳列台本体における左右少なくとも一方の落下防止壁の下部に上向凹入孔
を設け、かつ前記側端陳列台を前記上向凹入孔から引き出して、陳列台本体の側方に配置
して使用しうるようにした商品陳列台とする。
【０００６】
（２）上記(１)項において、陳列台本体における前後両側の陳列面を、切妻屋根式の形状
とする。
【０００７】
（３）上記(１)項または(２)項において、側端陳列台を、陳列台本体における陳列面下方
の内部空間内に格納した際に、側端陳列台の外側面により、陳列台本体の落下防止壁の上
向凹入孔を閉塞し、かつ側端陳列台の前記外側面と、陳列台本体の落下防止壁とが、実質
的に同一平面上に位置しうるようにする。
【０００８】
（４）上記(１)項～(３)項のいずれかにおいて、側端陳列台を、陳列台本体に引き出し可
能に取り付ける。
【０００９】
（５）上記(４)項において、側端陳列台の陳列台本体側を支持する脚として、陳列台本体
の支持脚をもって兼用させる。
【００１０】
（６）上記(１)項～(５)項のいずれかにおいて、側端陳列台を箱状に形成し、その内部空
間を収容空間とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、次のような効果が奏せられる。
　請求項１記載の発明によれば、側端陳列台を、陳列台本体の側端の上向凹入孔から引き
出して、陳列台本体の側方に配設するだけで、容易に陳列面を形成することができるとと
もに、側端陳列台を使用しない場合には、陳列台本体における陳列面下方の内部空間内に
格納すればよく、側端陳列台をバックヤード等に移動する手数を要しない。
　また側端陳列台の覆蓋は、陳列台本体の側端の落下防止壁の下縁の上向凹入孔へ嵌入す
るようになっているから、覆蓋を含む側端陳列台の高さを高くすることができる。
【００１２】
　請求項２記載の発明によれば、陳列台本体における前後両側の陳列面が切妻屋根式に形
成されているため、陳列面下方に側端陳列台を格納するための大きな内部空間を容易に形
成することができるとともに、陳列台本体における陳列面の下端と、側端陳列台における
陳列面との高さを同一にすることができ、商品を陳列した際の見栄えを良好にすることが
できる。
　さらに、陳列台本体における陳列面下方に大きな内部空間を確保することができるため
、側端陳列台に商品を陳列した状態のままで、前記内部空間内に格納することもできる。
【００１３】
　請求項３記載の発明によれば、側端陳列台を、陳列台本体の内部空間内に格納した際の
見栄えが良好となる。
【００１４】
　請求項４記載の発明によれば、側端陳列台が陳列台本体に引き出し可能に取り付けられ
ているため、側端陳列台を引き出して、陳列台本体の側方に配置する際の位置決めが容易
であるとともに、側端陳列台が陳列台本体と一体であるため、商品陳列台を移動する際に
も、側端陳列台を陳列台本体と別途に移動する必要がない。
【００１５】
　請求項５記載の発明によれば、側端陳列台を支持する脚の一部として、陳列台本体の支
持脚が兼用されているため、側端陳列台を支持する脚の数を少なくすることができる。
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【００１６】
　請求項６記載の発明によれば、箱状の側端陳列台の内部空間内に、たとえば在庫商品を
収容することにより、在庫商品の取り扱いが容易になるとともに、商品をボリューム感を
もって陳列する際に用いる商品陳列用補助具等をも、その不使用時に前記内部空間内に収
容することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の一実施形態を示す商品陳列台の斜視図、図２は、図１に示した商品陳
列台の分解斜視図である。
【００１８】
　本発明の商品陳列台は、陳列台本体１と、この陳列台本体１の内部空間内に格納される
側端陳列台２とよりなる。
【００１９】
　陳列台本体１は、平面視において、左右方向に長い長方形をなし、その各角部に４本の
支持脚３が配置されている。前後の左右1対の支持脚３、３同士は、脚柱４の下端におい
て、左右方向の横杆５により連結されている。脚柱４の下端には、キャスター６が取り付
けられている。
【００２０】
　脚柱４の上端には、前後方向の外側に向かう短寸の上端部材７が取り付けられ、前後の
上端部材７、７間には、側面視において山形に組み付けされた支持部材８、８の下端が固
定されている。左右の上端部材７、７は、左右方向の横杆７ａで連結されている。前後の
支持部材８、８は、前後方向の横杆９で連結されている。
【００２１】
　商品の陳列面１０は、側面視山形状の左右の支持部材８,８間に、切妻屋根式の形状に
傾斜させて設けられている。前後の傾斜する陳列面１０は、それぞれ、上部、中部、下部
の３枚の板部材１１、１２、１４を組み付けて構成されている。
【００２２】
　図３は、図１におけるIII～III線拡大断面図である。
　図２、図３に示すように、上部板部材１１は、左右方向に長い帯状の鉄板の上端を下向
きに鋭角に折り曲げて、上端の折り曲げ片１１ａとなすとともに、下端を下向きに直角に
折り曲げ、その折り曲げ片１１ｂの遊端を上向きの溝１１ｃが形成されるように折り返し
、かつ左右端を下向きに折り曲げて、左右端の折り曲げ片１１ｄとなすことにより形成さ
れている。
【００２３】
　中部板部材１２は、上下端を下向きに直角に折り曲げて、折り曲げ片１２ａ、１２ｂと
なし、その折り曲げ片１２ａ、１２ｂの遊端を内側に折り返すとともに、左右端を下向き
に直角に折り曲げて折り曲げ片１２ｃとなし、この左右の折り曲げ片１２ｃ、１２ｃ間に
、断面コ字状の補強材１３を、左右方向に２本配設して形成されている。
【００２４】
　下部板部材１４は、上端を下向きに直角に折り曲げ、その折り曲げ片１４ａの遊端を、
上向きの溝１４ｂが形成されるように折り返すとともに、下端を下向きに鋭角に折り曲げ
て折り曲げ片１４ｃとなし、かつ左右端を、下向きに直角に折り曲げて左右端の折り曲げ
片１４ｄとなすことにより形成されている。
【００２５】
　これらの上部、中部、下部の３枚の板部材１１、１２、１４は、次のようにして組み付
けされている。すなわち、中部板部材１２の上端の折り返し端１２ｄを、上部板部材１１
の下端の折り返し溝１１ｃに、中部板部材１２の下端の折り返し端１２ｅを、下部板部材
１４の上端の折り返し溝１４ｂに、それぞれ嵌合させて３枚の板部材１１、１２、１４を
組み付ける。
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【００２６】
　次いで、これら２枚の板部材１１、１４の左右の折り返し片１１ｄ、１４ｄにおける上
下端近傍に穿設された通孔１１ｅ、１４ｅに、図２に示すように、左右方向の内側からビ
ス１５ａ、１５ｂを挿通して、支持部材８に止めることにより、３枚の板部材１１、１２
、１４の上面を傾斜する同一面上に配設して、陳列面１０が形成されている。
【００２７】
　支持脚３の上端に取り付けられている左右の上端部材７、７を連結している横杆７ａに
は、落下防止板１６が、金具１７ａとビス１７ｂをもって取り付けられている。
　この落下防止板１６は、陳列面１０上に陳列された商品の落下を防止するためのもので
ある。
【００２８】
　左右の脚柱４、４間には、ビス１８ａをもって、幕板１８が取り付けられている。
【００２９】
　陳列台本体１の左右側端には、取付金具１９とビス２０をもって、落下防止壁２１、２
１が取り付けられている。
　落下防止壁２１は側面視台形板状のもので、その上端部２１ａは、陳列面１０より上方
に突出している。
【００３０】
　左側端の落下防止壁２１の下縁には、陳列台本体１における陳列面１０の下方の内部空
間２２内に格納されている側端陳列台２を出し入れするための扁平角形の上向凹入孔２３
が設けられている。
【００３１】
　図４は、側端陳列台２を前記上向凹入孔２３から引き出して、陳列台本体１の側方に配
置して使用状態としたときの斜視図、図５は、その正面図、図６は、左側面図である。
【００３２】
　図７は、陳列台本体１と側端陳列台２の陳列面１０、２５に、陳列用補助具２６、２７
を載置したときの斜視図である。
【００３３】
　側端陳列台２は、覆蓋付きの箱状に形成されており、その内部空間は、在庫商品等を収
容しうるようになっているとともに、底部には、キャスター２４が取り付けられている。
【００３４】
　覆蓋２８の天板２９の上面により、陳列面２５が形成されており、覆蓋２８の四方の側
板３０の上端３０ａは、陳列面２５から上方に突出して、商品の落下防止の作用をなしう
るようになっている。
【００３５】
　商品は、陳列台本体１と側端陳列台２の陳列面１０、２５上に直接陳列してもよいが、
図７に示すように、適宜の陳列用補助具２６、２７を陳列面１０、２５上に載置してから
陳列してもよい。
【００３６】
　側端陳列台２における箱状の内部空間は、前記陳列用補助具２６、２７の収容空間とし
ても利用することができる。
【００３７】
　図１に示すように、側端陳列台２を、陳列台本体１における陳列面１０の下方の内部空
間２２内に格納した際には、側端陳列台２の外側面２ａにより、陳列台本体１の落下防止
壁２１の上向凹入孔２３は閉塞され、かつ側端陳列台２の前記外側面２ａと陳列台本体１
の落下防止壁２１とが、実質的に同一平面上に位置し、商品陳列台の側壁面を形成するよ
うになっている。
【００３８】
　図８は、本発明の商品陳列台の別の実施形態を示す斜視図であり、図４に相当する図で
ある。
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【００３９】
　側端陳列台３１が、陳列台本体３２に引き出し可能に取り付けられている。陳列台本体
３２における陳列面３３下方の内部空間３４の前後内壁面に左右方向のレール３５が取り
付けられており、側端陳列台３１の前後面に設けられた左右方向の滑杆３２が、前記レー
ル３５に滑動自在に取り付けられて側端陳列台３１が引き出し可能になっている。
【００４０】
　側端陳列台３１の支持脚３６は、側端陳列台３１の左端に設けられており、陳列台本体
３２側を支持する脚としては、陳列台本体３２の支持脚３７をもって兼用させてある。
【００４１】
　このように、側端陳列台３１を陳列台本体３２に引き出し可能に取り付けることにより
、側端陳列台３１を引き出して、陳列台本体３２の側方に配置する際の位置決めが容易と
なるばかりでなく、側端陳列台３１が陳列台本体３２と一体であるため、商品陳列台を移
動する際にも、側端陳列台３１を陳列台本体３２と別途に移動する必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の一実施形態を示す商品陳列台の斜視図である。
【図２】同じく商品陳列台の分解斜視図である。
【図３】図１におけるIII～III線拡大断面図である。
【図４】側端陳列台を陳列台本体から引き出して、陳列台本体の側方に配置した状態を示
す商品陳列台の斜視図である。
【図５】同じく、商品陳列台の正面図である。
【図６】同じく、商品陳列台の右側面図である。
【図７】陳列面に、陳列用補助具を載置した状態を示す商品陳列台の斜視図である。
【図８】商品陳列台の別実施形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　陳列台本体
　２　側端陳列台
　２ａ　外側面
　３　支持脚
　４　脚柱
　５　横杆
　６　キャスター
　７　上端部材
　８　支持部材
　９　横杆
　１０　陳列面
　１１　上部板部材
　１１ａ、１１ｂ　折り曲げ片
　１１ｃ　折り返し溝
　１１ｄ　折り曲げ片
　１１ｅ　通孔
　１２　中部板部材
　１２ａ～１２ｃ　折り曲げ片
　１２ｄ、１２ｅ　折り返し端
　１３　補強材
　１４　下部板部材
　１４ａ　折り曲げ片
　１４ｂ　折り返し溝
　１４ｃ、１４ｄ　折り曲げ片
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　１４ｅ　通孔
　１５ａ、１５ｂ　ビス
　１６　落下防止板
　１７ａ　金具
　１７ｂ　ビス
　１８　幕板
　１８ａ　ビス
　１９　取付金具
　２０　ビス
　２１　落下防止壁
　２２　内部空間
　２３　上向凹入孔
　２４　キャスター
　２５　陳列面
　２６、２７　陳列用補助具
　２８　覆蓋
　２９　天板
　３０　側板
　３０ａ　上端
　３１　側端陳列台
　３２　陳列台本体
　３３　陳列面
　３４　内部空間
　３５　レール
　３６、３７　支持脚
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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